
羽島市告示第２７号 

羽島市と民間企業等との協働に関する提案募集制度実施要綱を次のように定める。 

 

平成３１年２月２０日 

 

羽島市長 松 井  聡     

 

羽島市と民間企業等との協働に関する提案募集制度実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、多様化する行政課題及び市民ニーズに対応するため行う民間

協働事業の提案募集制度に関し、必要な事項を定めることとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

 ⑴ 民間協働事業 民間企業等が有する資源と羽島市（以下「市」という。）が持

つネットワークや人的資源等を結びつけることで、地域の活性化、公共サービ

スの充実や市が進める施策の効果的な展開を図る事業をいう。 

 ⑵ 民間企業等 企業、学校法人、ＮＰＯ、各種団体、コンソーシアム等の団体

をいう。 

 ⑶ コンソーシアム 複数の企業及び団体で組成された共同体をいう。 

 （対象者） 

第３条 民間協働事業を提案できる者は、別表のとおりとする。 

 （対象事業） 

第４条 提案募集の対象となる民間協働事業は、次の各号に掲げる事業とする。 

⑴ 市長が民間協働事業として広く募集することが適当と認めた特定の政策テー

マに関する事業 

⑵ 市と民間企業等が協働で行うことにより、具体的な効果・成果が期待できる

事業として民間企業等が市に提案する事業 

 （募集・受理） 

第５条  

⑴ 前条第１号に掲げる事業の募集は、仕様、提案期間等を担当課がホームペー



ジ等で公表して行うものとする。 

⑵ 前条第２号に掲げる事業の募集は、年間を通じて行うものとする。なお、企

画部総合政策課を窓口として受理するものとする。 

 （提案） 

第６条 民間協働事業を提案しようとする民間企業等は、「羽島市と民間企業等との

協働に関する提案書（別記第１号様式）」に次の各号に掲げる書類を添えて、前条

各号に掲げる募集を行う者の区分に応じ、担当課又は総合政策課に提出するもの

とする。 

 ⑴ 誓約書（別記第２号様式） 

 ⑵ 民間企業等の組織や業務内容・活動を確認できる書類等 

⑶ これまで取り組まれてきた社会貢献活動や、国や他の自治体等との協働事業

の実績について確認できる書類等 

⑷ 提案提出にあたって構成員の意思が確認できる書類（コンソーシアムで提案

を提出する場合に限る。） 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（審査等） 

第７条 市長は、民間企業等からの提案について、その内容を公益性、公平性、社

会性等の観点から精査し、実施の可否を検討する。ただし、次の各号に掲げる内

容の提案は実施しないものとする。 

⑴ 法令等に違反する行為を行うもの又はそのおそれのあるもの 

⑵ 公序良俗に反する行為を行うもの又はそのおそれのあるもの 

⑶ 政治活動を助長するおそれのあるもの 

⑷ 宗教活動を助長するおそれのあるもの 

⑸ その他市長が適当でないと認めるもの 

２ 市長は、実施の可否の検討にあたり、必要に応じて審査会を置くことができる

ものとする。 

３ 市長は、提案した民間企業等に対し、実施の可否を通知するものとする。 

 （中止） 

第８条 市長は、提案者が別表の提案資格を有しない者であること又は提案が第７

条第１項各号に該当するものであることが判明した場合、事業を中止することが

できる。 



２ 前項の規定による中止によって生ずる損害については、市は一切の責任を負わ

ない。 

 （協定） 

第９条 市及び民間企業等は、必要に応じて連携と協力に関する協定を締結するこ

とができる。 

（広報等） 

第１０条 実施することとなった民間協働事業については、民間企業等の同意を得

て市のホームページ等で事業内容のＰＲを行い、市民等に対して広く周知を図る

ものとする。 

 （庶務） 

第１１条 審査会に関する庶務は、担当課において処理する。 

附 則 

この告示は、平成３１年２月２０日から施行する。 

別表（第３条関係） 

提案資格 

１ 民間協働事業を提案できる民間企業等は、次のいずれにも該当しないものとす

る。 

  

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当する者 

⑵ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）の規定に基づく更生又は再生手続を行っている者 

⑶ 市から指名停止措置を受けている者 

⑷ 市税その他の租税を滞納している又は正当な理由なく市に対する債務を履

行していない者 

⑸ 政治団体又は政治性のある事業を行う者 

⑹ 宗教団体又は宗教性のある事業を行う者 

⑺ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１

２２号）に規定する風俗営業を営む者 

⑻ 貸金業法（昭和５８年法律第３２号）第２条第１項に規定する貸金業を営



む者（銀行法（昭和５６年法律第５９号）第２条第１項に規定する者を除く。） 

⑼ 暴力団及び暴力団員等で構成される法人等又は団体 

ア 暴力団とは、羽島市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団をい

う。 

イ 暴力団員等とは、羽島市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員

（以下「暴力団員」という。）又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を

有する者をいう。 

⑽ 暴力団又は暴力団員等がその経営に実質的に関与している法人等又は団体 

⑾ 自己、その属する法人等若しくは法人等以外の団体若しくは第三者の不正

の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団

員等を利用している者 

⑿ 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与する

など暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者 

⒀ その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 

⒁ その他市長が適当でないと認める者 

２ コンソーシアムの場合は、構成するすべての企業等が前項の提案資格を有する

こと。 

 


